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（４６）  (2019.4改正) 

＜別紙１＞ 

第三者評価結果報告書 

① 第三者評価機関名 

ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部 

 

② 施設・事業所情報  

名称：うみの風保育園 種別：認可保育所 

代表者氏名：山田 雅子 定員（利用人数）： 45(46) 名 

所在地：〒231-0801 横浜市中区新山下1-4-16                        

TEL：045-628-1630 ホームページ：https://umi-kaze.ed.jp/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日 2007年4月１日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：学校法人 聖ヶ丘学園 

 職員数 常勤職員：      14 名 非常勤職員      7 名 

 専門職員 保育士：園長     1名 栄養士        １名 

保育士：主任、副主任 ２名 調理員        ４名 

保育士        15名  

 施設・設備

の概要 

乳児室(０～２歳児室) 2室         トイレ         6室 

幼児室(３～５歳児室) 1室 事務室         1室 

沐浴室        1室 職員休憩室       １室 

調理室        1室 園庭 78.67㎡ 

鉄骨造り３階建て  建物延床面積306.89㎡ 

 

③ 理念・基本方針  

【保育理念】            

「共に生き、ともに育ち合う」 

子どもの主体性を尊重し、家庭と保育園、地域の方が他と連携を密に取り児童の福祉

を積極的に推進しています。 

【基本方針】  

「褒めて認めて励まして、しっかり抱きしめ、受け止める」 

日々の保育の中で、褒めて認めてあげることにより、自信へとつながり、また励ます

ことで頑張ろうとする力や、困難に出会ったときに立ち迎えられるよう、しっかり一

人ひとりの子どもの気持ち(心)に寄り添い受け止めていく応答的な保育を行うよう努

めています。 

 

④ 施設・事業所の特徴的な取組  

【立地および施設の概要】   

うみの風保育園は、みなとみらい線の元町・中華街駅から徒歩5分の交通の便の良

い、海岸に程近いところにあります。近くには港の見える丘公園、山下公園、新山下

公園、中華街、元町商店街等があります。子どもたちは、天気のよい日には公園に散

歩に出かけています。 

200７年4月開園で、鉄骨造り3階建ての園舎に、0歳児から5歳児まで46名定員

45名）が在籍しています。 

 運営法人は学校法人聖ヶ丘学園で、聖ヶ丘教育福祉専門学校、にじの風保育園（鶴
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見区）、ひかりの風保育園（保土ヶ谷区）、育和幼稚園（保土ヶ谷区）、八幡橋幼稚

園（磯子区）を運営しています。 

【園の特徴】 

 「元気と笑顔、そして感謝する心」を保育目標として子どもの自主性・自立性を育

て、楽しく過ごせる環境づくりに取り組んでいます。 

4、5歳児については縦割り保育を基本とし、異年齢の子どもたちが触れ合うこと

で様々な刺激を受け、興味や関心の幅を広げるようにしています。 

 

 

⑤ 第三者評価の受審状況  

 評価実施期間 

 

2022年5月30日（契約日） ～ 

2023年 3月24日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）      3回（2017年度） 

 

⑥ 総評   

◇特長や今後期待される点 

１．子どもたちの話し合いを通して意欲的に活動に参加できる環境づくり 

 4、5歳児クラスで 当番活動について「どんなことをやってみたいか、これなら

手伝えるよと思うことをみんなで話し合おう」とミーティングを行いました。「お当

番でこんなことをやりたい」「危ないよ。ケガをするよ」「食事前にテーブルを出す

のはどう？」などたくさんの意見が出ました。テーマを決めてみんなで話し合うこと

を通して、友だちの話を聞く姿勢を身につけたり、みんなで考え、伝え合うことの楽

しさを感じたりできるようにしています。発表会の出し物や配役についての話し合い

の時は、円になってお友だちの顔を見ながら話すことで、子どもたちは意欲的に話し

合い活動に参加しています。 

 

2．全職員で子どもを見守り子どもの気持ちを受け止める保育 

 各クラスは小人数で構成されています。毎週月曜日に園長、主任、事務員、クラス

職員代表で週案会議を開き、子どもの情報をクラスにフィードバックし、全職員で共

有しています。職員は保育方針の「褒めて認めて励まして、しっかりと抱きしめ、受

け止めて」に沿って、子ども一人ひとりを見守り、子どものやりたい気持ちを受け止

め、そばで見守ったり、さりげなく手伝いながら、自分でできたことをほめて認めて

自信や次への意欲に繋げています。子ども同士のトラブルでは、相手の気持ちを代弁

したり、見通しを持てるように話をしたり、気持ちの切り替えを待ったり、ときには

抱っこして気持を受け止めています。職員は否定的な言葉、制止する言葉でなく、肯

定的で丁寧な言葉かけを行っています。 

 

3．地域と良好な関係の構築 

  年3回行われる園の運営委員会に園長、主任、事務員、保護者代表（３名）、町内

会長や町内会役員が参加し、情報交換をしています。たとえば、町内会長からみなと

みらい線の工事内容について情報を得て、トラックの出入りの調整をしてもらった

り、津波避難場所として近隣のビル管理者の協力を得られるようにしてもらったりし

ています。 

老人会のラジオ体操へ子どもが参加をし、職員が毎月の公園清掃をしています。ま

た、中区民祭りや町内の夏祭りに職員がボランティアで参加して、親子体操やおもち

ゃのコマや牛乳パックの‟パクパク”作りを行うなど、地域へ向けての活動を行って

います。 
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4．ヒヤリハットを園全体で集計・分析した上での改善策の検討を 

毎月、職員会議でヒヤリハットを報告し、改善や再発防止に努めています。クラス

ごとに状況、原因、対応策を記載して発表していますが、園全体で集計して改善策を

検討するまでには至っていません。園全体で集計分析し、改善策を職員間で検討する

ことが望まれます。 

 

5．実施状況の評価を行うことができる中長期計画・単年度事業計画の策定を 

職員は現状を把握するための分析手法を使って、園の現状を分析しています。園の

課題を職員間で共有し、事業計画を作成しています。しかし、中長期計画および単年

度の事業計画について、時期や担当者等が示されていないため、評価可能なものとし

て策定することが望まれます。 

 

 

⑦ 第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

今回は、新しい評価基準での受審となりましたが、職員一人ひとり自己評価を行い、

職員会議で意見を出し合って自己評価をまとめ上げました。受審したことで、改めて

保育園が求められていること、職員がやらなければいけないことを再確認しながら、

日頃の保育を見直す機会となりました。また、今回の受審で「全職員で子どもを見守

り子どもの気持ちを受け止める保育を行っている」と評価していただけたことは、職

員にとって励みとなりました。ご指導いただきました内容におきましては、今後の課

題として改善に向けて取り組んでいきたいと思います。 

最後になりましたが、保護者の皆様には、お忙しい中アンケートにご協力いただきま

して心より感謝申し上げます。評価機関の皆様には、丁寧に観察、評価していただき

ましてありがとうございました。 

うみの風保育園 

                                山田 雅子 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙２のとおり 
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＜別紙２－１(共通評価・保育所版）＞ （別紙）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

【1】 Ⅰ－1－(１)－①　
a

Ⅰ-２　経営状況の把握

第三者評価結果

【2】 Ⅰ－２－(１)－①
a

・保育理念や基本方針、保育目標は、園のしおり、ホームページ、重要事項説明書に掲載してい
ます。
・保育理念を「共に生き、共に育ち合う」とし、子どもの自主性・主体性を尊重し、家庭と保育園、
地域の方々と連携を密に取り児童の福祉を積極的に邁進していきます」とし、保育園の使命や目
指す方向、考え方を読み取ることができます。
・保育方針は法人の理念と整合性が確保され、,職員の行動規範となる内容となっています。
・理念や基本方針は、年度始めの職員会議で職員マニュアルの読み合わせを行って職員に周知
しています。
・理念や基本方針は、保護者にはパンフレットや重要事項説明書を用いて、入園説明会や懇談
会で説明しています。
・周知状況については、職員については、日頃の保育の様子や各会議や個人面談の中で確認し
ています。保護者に対しては、入園説明会やクラス懇談会、園だよりで説明しています。行事後
のアンケートで保護者の意見・要望を確認しています。

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。　

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

<コメント>

・法人が幼稚園教諭、保育士養成校であり、社会福祉事業全体の動向や幼稚園、保育園等の経
営環境を把握しています。
・年3回の「運営委員会」で町内の役員から地域の課題やニーズ等情報を得ています。また、中区
主催の公私合同園長会に参加し、情報交換を通じ、地域の福祉事業の策定動向・内容を把握し
ています。
・育児休業の取得増加により、1歳児の入園のニーズが増えています。中区のこども家庭支援課
の担当者に相談し、令和6年度1歳児の新入園児受け入れを増すため、令和5年度4月から0歳児
を定員3名に減らすことにしました。
・法人本部と定期的に保育のコスト分析、利用者の推移等を分析しています。

第三者評価結果（うみの風保育園）

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準
（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基づいた評価結果を表示する。
※評価項目毎に第三者評価機関判定理由等のコメ
ントを記述する。

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

<コメント>　

1
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【３】 Ⅰ－２－(１)－②
a

Ⅰ-３　事業計画の策定

第三者評価結果

【4】 Ⅰ－３－(１)－①
b

【5】 Ⅰ－３－(１)－②
b

<コメント>

・法人で5年ごとに保育に関する中・長期計画を策定しています。本年度は見直しを行い、どのよ
うなスパンで取り組んでいくか作成中です。現時点では、「中長期計画、うみの風保育園」として
1、保育理念、2、保育目標、3、保育方針、4、目標設定と行動計画としてビジョンを掲げ、行動計
画で「各年度の運営の基本、保育内容、地域に根ざした保育園づくり、保護者との相互理解、働
き甲斐のある職場づくり」等の項目を明らかにしています。
・年度ごとの具体的な実施内容となっていません。
・5年ごとに見直しをすることになっており、現在、見直しをしています。
・園の中・長期計画として、実施状況の評価を行えるような計画の策定が望まれます。

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。

・令和4年度事業計画書（学校法人聖ヶ丘学園）の中に、うみの風保育園の事業の概要として①
ICTシステムの導入②各種設備の更新、③第三者評価の受審をあげています。学校法人聖ヶ丘
学園として単年度の収支計画を整備しています。
・単年度の事業計画は、実行可能な内容となっています。
・単なる「行事計画」になっていません。
・単年度の事業計画は担当者、時期等の具体的内容が示されていません。
・園の単年度の事業計画として、中長期計画を反映し、数値目標や具体的な成果等の設定等で
実施状況の評価を行える内容であることが期待されます。

<コメント>

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。

<コメント>

・法人本部で経営環境や保育の内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、財務状況
等の現状分析をし、課題や問題点を明らかにしており、中・長期計画で明示しています。
・経営課題については本部の評議委員会や施設長会議で共有されています。
・園長は法人本部の会議に出席し、課題について話し合い、本園に関する内容を職員に周知して
います。
・経営課題について系列園の園長・主任会議で話し合い、取り組んでいます。

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。

2
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【6】 Ⅰ－３－(２)－①
b

【7】 Ⅰ－３－(２)－②
a

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果

【8】 Ⅰ－４－(１)－①
a

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機
能している。

<コメント>

・保育の質の向上にかかわる諸計画はＰＤＣＡサイクルにもとづき実践しています。
・年間、月間、週案等の諸計画は実施内容について、週案会議で、クラスの様子、個々の引継ぎ
事項の確認を行い、職員会議では報告、意見交換、指導、助言等を通じ、振り返りをしています。
各実施記録はそのつど、副主任、主任、園長が閲覧し、園長が添削し、助言・指導をしています。
・職員は「保育士の自己評価」として、子どもの発達援助、保護者に対する支援、組織的基本に
ついてチェックシート形式で自己評価をしています。年度末に「保育士の自己評価」を参考に園と
しての自己評価を実施しています。第三者評価を定期的に受審しています。

<コメント>

・全職員で、現状を把握するための分析手法を使って、園の強み・弱み、機会、脅威について、今
後の園の事業推進のための分析に参加しています。結果の一部を事業計画に反映しています。
・計画期間中の事業計画の実施状況について担当者、時期、具体的内容が定められていませ
ん。
・担当者、時期等が示されていないため評価・見直しはしていません。
・事業計画は、職員会議等で周知しています。
・事業計画について、実施の時期、担当者等、評価可能なものとして策定することが望まれます。

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい
る。

<コメント>

・年度始めの懇談会で年間行事予定を配布し、理念、方針、クラス目標、主な行事の内容につい
て、説明しています。園だより、クラス懇談会でも案内し、周知するようにしています。
・今年度はICTシステム導入のため、資料を作成し、4月の懇談会で説明し、了承を得ています。
・運動会、発表会等の実施前には、おたより（運動会だより、発表会だより）で案内し、運動会は
町内の掲示板でも案内しています。
・運営委員会で町内会長、町会役員、保護者の代表委員に事業計画を説明しています。

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが
組織的に行われ、職員が理解している。

3
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【9】 Ⅰ－４－(１)－②
a

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】 Ⅱ－1－(１)－①
a

【11】 Ⅱ－1－(１)－②
a

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。

<コメント>

・園長は、業者、利害関係者についてチェックを受け、利害関係者との適正な関係の保持につい
て「誓約書」を提出しています。取引業者は複数の業者からの見積もりを取り、決定しています。
・園長は法人で実施されるコンプライアンスや人権を含む法令に関する研修、中区の公私合同園
長会での虐待に関する研修等に参加し、理解を深めています。
・研修計画は役職や経験に応じて作成されています。職員は「規定の理解」の項目で各種規定及
びマニュアルを学ぶようにしています。職員は法令順守に関して「業務管理体制整備規程（法令
遵守規程）」を学び、実践しています。

・職員全員参加による現状を把握するための分析手法を使って、園の内部環境（強み、弱み）、
外部環境（機会、脅威）について分析し、「うみの風保育園　施設のアピールポイント・課題【令和3
年度】」として園長がまとめ、文書化しています。
・アピールポイント・課題は「利用者本人の尊重」「サービスの実施内容」「地域交流」「開かれた運
営」「人材育成・援助技術の向上」の5項目について示され、改善策につながる方向を示していま
す。
・令和4年度計画では、散歩先で地域の子育て中の親子との交流時における育児相談、園長に
よる小学校での絵本の読み聞かせ、中区主催の駅伝大会に園児が参加、随時の育児相談の実
施、時間外労働を減らすために非常勤職員の採用を増やすように努めています。
・実施状況を評価し、計画の見直しをしています。

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている。

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

<コメント>

・園長の役割と責任は運営規程で明確にされています。年度始めの職員会議で運営方針を明ら
かにしています。
・「うみの風だより4月号」に「保育理念」「保育目標」「保育方針」を示し、責任者としての運営方針
を示すあいさつ文を掲載しています。
・園長の役割と責任は運営規程で「保育・教育の質の向上、職員の質の向上に取り組み…」のよ
うに文書化されており、職員会議でも周知しています。研修計画でも職務分掌が明らかにされて
います。
・運営規程、災害マニュアルに、主任の役割として園長を補佐することや園長不在時の園長代行
としての役割を担うこと等を文書化しています。

　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明
確にし、計画的な改善策を実施している。

<コメント>

4
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【12】 Ⅱ－1－(２)－①
a

【13】 Ⅱ－1－(２)－②
a

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】 Ⅱ－２－(１)－①
a

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計
画が確立し、取組が実施されている。

<コメント>

・保育者は全員、保育士資格・幼稚園教諭の資格があります。保育理念、保育目標、保育方針を
理解し、子どもの自主性、主体性を尊重できる人材の確保と育成を目指しています。
・保育の中心となる時間帯は常勤職員の配置をし、早番、遅番の部分を非常勤職員が担当する
よう勤務改善に努めています。
・計画にもとづいた人材の育成が行われています。研修計画は役職や経験に応じ、習得すべき
内容を具体的に明示しています。職員は必要な研修を希望し、参加できるようにしています。園
長から助言し、勧める場合もあります。
・人材確保については、法人が保育士・幼稚園教諭養成校であり、学生を保育補助職員として採
用しています。積極的に実習生を受け入れ、次世代保育士の育成につなげています。

・園長は、日常の実践の他、保育日誌、クラスだより、年間指導計画、月間指導計画、特別支援
指導計画、週案等の実施記録を通して、現状を評価、分析しています。
・園長は、実施記録については、そのつど添削、助言等指導しています。園長は、必要に応じ保
育室に入って指導しています。
・週案会議での報告、提案、職員会議での意見交換、振り返り、園内研修の実施（全員がテーマ
を決めて、担当職員が取り組む）などの体制を整備しています。
・職員から意見を聞いて感染症や散歩のマニュアルを作成しています。コロナ対策で散歩をあま
り実施しない時期があったため、あらためて各散歩先の危険な様子を点検し、写真におさめるな
ど保育士全員が参加して安全対策を確認しながら「散歩マニュアル」を作成しました。

経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を
発揮している。

<コメント>

・園長は有給休暇の取得、時間外勤務を減らすなど、働きやすい環境整備を意図して、勤務の中
心の時間帯に常勤職員が勤務し、早番、遅番の勤務については非常勤職員の希望者を当てる
など勤務改善に努めています。午睡センサーやＩＣＴシステムの導入により安全や業務の実効性
の向上にも取り組んでいます。
・経営状況の分析にもとづき、経費削減について職員会議等で職員に協力を促しています。ペー
パレス化のため保護者への手紙は一斉のメールで配信し、ＩＣＴシステムによる指導計画書の作
成、シフト表を配信する、裏紙を使うなどの取組を実施しています。
・園長はＩＣＴの活用が業務の実効性を高め、経営の改善につながるよう努めています。

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。　

Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

　保育の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発
揮している。

<コメント>
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【15】 Ⅱ－２－(１)－②
a

【16】 Ⅱ－２－(２)－①
a

【17】 Ⅱ－２－(３)－①
a

<コメント>

・「職員の個別目標管理シート」による職員一人ひとりの自己評価に基づく目標管理の仕組みが
構築されています。
・前年度末の園長との面談にもとづく反省をもとに年度始めに目標を設定しています。
・職員は自己評価シートの評価基準「子どもの発達援助」「保護者に対する支援」「保育を支える
組織的基盤」等の内容ごとに、a～dの4段階でチェックし、自己評価しています。結果と園長の助
言にもとづき、次年度の目標設定をしています。
・職員の設定した目標について、8月に園長との中間面談を行い、進捗状況の確認をしています。
・職員は年度末に自己評価シートを基準にチェックし、自己評価の振り返り及び省察を行っていま
す。

Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。

<コメント>

・毎月、有給休暇の取得状況、時間外勤務のデータを主任が作成し、事務職員がまとめて作成し
たものを園長が確認しています。
・職員の健康診断、予防接種（コロナワクチン・インフルエンザ）を実施しています。出勤前「健康
チェック表」の確認をし、職員の健康維持に努めています。
・8月、年度末の面談の他、園長は随時相談に応じています。園長からも声かけを心がけていま
す。主任も相談に応じています。
・リフレッシュ休暇、療養休暇、子どもの看護休暇・介護休暇等を就業規程に定め、福利厚生を実
施しています。
・月ごとのシフト作成時、主任が職員の希望を確認し、常勤・非常勤職員の意向に沿うよう作成し
ています。
・勤務にゆとりをもたすために非常勤職員の増員を法人と相談しています。
・その年度の職員が考えたことを尊重し、取組を生かし、実施していくようにしています。

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

　総合的な人事管理が行われている。

<コメント>

・法人は「つよく・やさしく・美しく」を教育方針として掲げています。職員マニュアルに明記し、職員
に周知しています。
・採用、異動、昇級等について就業規則、給与規程に定められ、職員に周知しています。
・園長は職員の自己評価の振り返り、達成の状況等を面談や日常の職務遂行の様子で把握し、
評価しています。
・処遇改善について、就業規程に永年勤続表彰、昇給制度があります。園長は評価にもとづいて
書類を作成し、法人に提出して、適切かどうか実績の評価を得るようにしています。
・キャリアパスの取得が見通せる研修計画を作成しています。
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【18】 Ⅱ－２－(３)－②
a

<コメント>

【19】 Ⅱ－２－(３)－③
a

【20】 Ⅱ－２－(４)－①
a

・「期待する職員像」は法人の教育方針として明示しています。
・「保育士人材育成計画」があり、初任者、中堅、主任、指導者に対する具体的な取組、研修が実
施されています。「うみの風保育園　研修計画」が作成され、必要な知識、技術等を明示していま
す。
・計画にもとづき、研修が実施されています。希望や園長の勧奨により外部研修受講後は、研修
報告書（子どもの心に寄り添うカウンセリング、子ども理解、児童保育要録、対応に苦慮する保護
者、地域に根差した保育、後輩育成担当者、2歳児の保育、わらべうた等）を回覧し、職員会議で
報告しています。
・園内研修は園内研修担当（各月2人）を決め、たとえば、周知したい「嘔吐処理」や「感染症の対
応」」のようにテーマを決め、企画し、実施しています。
・園内研修は実施後の報告内容、職員の意見等をもとに振り返りをしています。
・年度末に職員でカリキュラムの見直しを行い、次年度に生かすようにしています。

・役職や経験に応じ、キャリアアップ研修を計画的に受講しています。その他の外部研修を含め、
資格の取得状況等を主任が把握し、一覧表にまとめています。
・乳児副主任が学生の非常勤職員の指導係を担当し、保育の心構えや職務内容を指導していま
す。園全体としてもクラスリーダーや経験のある職員が新人職員の指導にあたり、心構えや記録
の書き方等を指導しています。
・外部からの研修情報は職員に提供し、回覧し、選べるようにしています。参加を促すとともに参
加しやすいようにシフトを調整しています。キャリアアップ研修については園長からも職員に勧め
ています。

Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につい
て体制を整備し、積極的な取組をしている。

<コメント>

・実習生受け入れについて、「実習生・ボランティア受け入れマニュアル」を整備し、専門職の育成
について基本姿勢を明文化しています。
・法人が保育士養成校であり、他の養成校と共に積極的に実習生を受け入れています。学校が
用意したプログラムを受け入れ、主任がオリエンテーションで保育理念、保育目標、保育方針や
身だしなみ、子ども・保護者への配慮、守秘義務等について説明しています。実習生の指導は、
受け入れクラスの担任職員が担当しています。
・実習の実施に当たり、実習生に配慮した学校側と受け入れ側の連携をとっています。年度始め
には、主任が養成校の授業に出向き、学生に向けて保育の楽しさや、心構えについて話していま
す。年度の終わりには法人本部に園長・主任が集まり、養成校の教員と実習の振り返りを行い、
双方が次年度に向けての取組につなげています。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。

<コメント>
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Ⅱ-３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】 Ⅱ－３－(１)－①
a

【22】 Ⅱ－３－(１)－②
a

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】 Ⅱ－４－(１)－①
a

・地域との関わり方について重要事項説明書　4、施設の目的、運営方針で基本的考え方を明示
しています。
・散歩先の公園で地域の親子と持参したおもちゃで遊んだり、育児相談に応じたり、老人会のラジ
オ体操に子どもと共に参加しています。消防署から出初式の案内をもらい、子どもが保護者と赤
レンガ倉庫で見学できるように園内に掲示しました。
・毎月、第1週に幼児クラスで新山下公園の散歩の際、公園で掃除や水やりをしています。年長
児は中区主催の駅伝大会に参加しています。中区民祭り、町内会の夏祭りには、職員はボラン
ティアで参加しています。保育園ブースや園のブースでは、親子体操や、おもちゃのコマや牛乳
パックの“パクパク”作りを手伝う制作コーナー、パネルシアターを実施しています。

<コメント>

・園における事務、経理、取引等に関するルールは経理規程で明確にされています。適正な経
営・運営について運営規程、経理規程、就業規則を整備し、職員に周知しています。
・月に一度、学園財務部による現金監査が実施されています。
・年に一度、学園本部で監事（公認会計士）による監査が行われ、理事会で報告しています。
・現在のところ、園への指摘事項は特にありません。

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている。

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

<コメント>

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われて
いる。

<コメント>

・法人ホームページに保育園の理念、目標、方針、事業・収支予算計画を公開しています。
・第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく改善・対応については、迅速に対
処し、結果をフィードバックし、内容の了解のもとお知らせボードに公表する体制です。
・年度始めに地域住民参加の「運営委員会」（年3回実施）で園の理念、目標、方針等、事業計画
の主な内容について説明し、協力を得るようにし、園として地域に貢献できることを協議していま
す。
・中区の子育て相談イベント会場や入園相談イベントの会場で、園の理念、目標、方針等につい
て記されているパンフレットを配布しています

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。
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【24】 Ⅱ－４－(１)－②
b

【25】 Ⅱ－４－(２)－①
a

【26】 Ⅱ－４－(３)－①
a

<コメント>

・児童相談所、療育センター等の関係行政機関、病院等の一覧表を玄関、事務室に掲示してい
ます。
・園長は関係機関・団体について職員会議で説明し、共有化を図っています。
・配慮が必要な子どもや保護者に対して、中区の保健師や児童相談所のケースワーカーと連携
して対応しています。
・横浜市中部療育センターからは年2回の巡回訪問を受け、カンファレンスの内容を保育に生かし
ています。療育センターからは理学療法士の訪問も受けています。虐待の疑いや心配がある場
合は　中区のこども家庭支援課、児童相談所と連携して対処できる体制です。2か月ごとの中区
公私合同園長会や中区幼保小教育交流事業の連絡会に参加して情報交換をし、連携を深めて
います。
・園長は要保護児童対策地域協議会に参画しています。

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ
ている。

<コメント>

・運営委員会では、町内会役員と意見交換し、協力を得ています。みなとみらい線の工事内容に
ついて町内会長から情報を得ています。トラックの出入りの調整をしてもらっています。中区公私
合同園長会・中区幼保小教育交流事業の意見交換の場で地域ニーズを把握しています。中区主
催の「子育て相談事業」「親子で遊ぼう会」、開港記念会館で実施の新入園児説明会の園のブー
スでの相談（食育の内容が多い）等から地域の生活課題、多様なニーズを把握しています。
・散歩先で一緒になった親子との遊びを通しての子育て相談、絵本の貸し出し、園長による小学
校での絵本の読み聞かせ等を通じてニーズの把握に努めています。中区の公私合同園長会でも
地域の子育て環境について情報交換をしています。
・園での子育て相談（予約なしで、9～16時）を実施し、多様な相談に応じています。見学時にも相
談に応じています。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。

<コメント>

・ボランティア受け入れについて実習生・ボランティア受け入れマニュアルを整備し、受け入れに
関する基本姿勢を明文化しています。
・法人本部の方針にもとづき学校教育への協力について基本姿勢を明文化しています。
・登録手続き、配置、事前説明等について受け入れマニュアルに記載されています。
・事前説明では服装、持ち物、個人情報保護について留意する内容、携帯の持ち込みは禁止、
子どもの呼び方、目を合わせての会話、分からないことは必ず保育士に聞くこと等を話していま
す。
・中学生の職業体験、高校生のインターンシップ活動の参加について協力しています。以前は港
中学校生の体験学習を受け入れていましたが、現在はありません。
・コロナ収束後は、ボランティアの受け入れや学校教育への協力を積極的に再開することが期待
されます。

Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。
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【27】 Ⅱ－４－(３)－②
a

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

【28】 Ⅲ－１－(１)－①
a

【29】 Ⅲ－１－(１)－②
b

<コメント>

・理念、基本方針に子どもを尊重した保育の実施について明示し、4月の職員会議、新任研修等
で読み合わせをしています。
・子どもを尊重した保育の提供について、法人の研修の中に「保育理念・事業計画」「保育指針内
容の理解」等があり、職員が理解し、実践するよう取り組んでいます。
・子どもを尊重した保育の基本姿勢は職員マニュアルに示す内容に反映しています。
・法人での研修内容等にもとづき、日ごろから園長・主任により職員会議、週案会議等の機会を
通じ、学ぶようにしています。研修の内容は、理念、保育指針、人権について、規程の理解等と
なっています。
・園長は職員会議はじめ、保育の内容に関わる職員会議、行事会議、週案会議等で日ごろから
理念に沿った実践に、注意をはらって助言し、実践記録にはそのつど評価、助言等付箋を貼付
し、指導しています。
・性差への固定概念を植え付けないように、行事や遊びや生活の中で男女で区別はせず、制作
では好きな色を選び、遊びでも性別にかかわらず好きな役を選べるようにしています。
・子どもの人権、文化の違い、互いに尊重する心について入園説明会で理解を図るようにしてい
ます。

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われて
いる。

<コメント>

・オムツを交換する際には周囲の目にさらされることがないように配慮し、1歳児はトイレの中で交
換しています。またプール遊びや泥んこ遊びの際は、外から見えないように、遮光ネットを張り、
着替えも外から見えないように奥のスペースで行うようにしています。
・子どもが職員や友だちの視線を気にせず、一人で過ごせる場所として、エレベーター前のホー
ルを利用しています。
・保護者からの相談や個人面談には、事務室や職員の休憩室を利用しています。
・子どものプライバシー保護については、保護者に子どもの羞恥心に関する絵本を紹介し、子ど
もにも絵本を読んで、意識できるようにしています。
・プラバシーに配慮した保育は行われていますが、マニュアルにプライバシー保護ついて記載が
ありません。マニュアルの整備が期待されます。

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。

<コメント>

・職員は、月に一度近隣保育園と協力し、公園清掃を実施しています。今年度は幼児クラスで新
山下公園に散歩に行った際、実施しています。職員は中区主催の親子ふれあい遊びの会に参加
し、遊びの紹介や育児相談を行っています。
・把握した福祉ニーズ等にもとづき、「全体的な計画」で「子育て支援・保護者支援」として出前保
育（新山下公園での地域交流会）・誕生会や季節の行事への誘いを計画しています。
・中区主催の駅伝大会に年長児が参加しています。
・中区主催の「親子で遊ぼう会」に主任が参加して、園持ちよりの絵本や紙芝居の読み聞かせや
手作りおもちゃの紹介のほか、子育て相談を実施しています。
・被災時の備蓄品を園と北方小学校に備蓄しています。小学校の備蓄品については被災時に地
域住民に活用してもらうようにしています。園設置のＡＥＤの活用を運営委員会で町内に伝えてい
ます。

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため
の取組を行っている。
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【30】 Ⅲ－１－(２)－①
a

【31】 Ⅲ－１－(２)－②
a

【32】 Ⅲ－１－(２)－③
b

【33】 Ⅲ－１－(３)－①
a

・日々の保育の中で、子どもの興味・関心に沿った保育を心がけ、子どもの表情や発する言葉、
行動から子どもの意向をくみ取り、把握するようにしています。
・行事後アンケートを行い、保護者の意見や要望は次年度の取組に生かしています。
・個人面談は年1回、希望があれば随時行い、懇談会を年2回行い、意向や要望を把握する機会
としています。
・職員会議や行事会議で、アンケートをもとに企画や振り返りを行い、次年度の取組に反映してい
ます。
・今年度は虫よけシールが保育室に落ちていたのに気づいた職員からの提案で、保護者に虫よ
けスプレー使用についてアンケートを取りました。虫よけシールは乳児が口に入れる危険がある
ので、虫よけスプレーを使用することにするなどの改善を行いました。

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対
応を行っている。

<コメント>

・転園する子どもの引き継ぎ書の文章はありませんが、転園先から問い合わせがあった場合は、
保護者の同意が得られた場合は、応えられる範囲で情報を提供しています。
・転園後の相談窓口は特に設けていませんが、卒園児や保護者が来園した際には、園長や主
任、元担任が話を聞いて、相談にのっています。
・迎えに同行して来る卒園児には積極的に話しかけ、卒園後の様子の把握に努めています。
・転園先等で子どもがスムーズに生活できるように、また、終了後の相談体制について文章を作
成して保護者に渡すことが望まれます。

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組
を行っている。

<コメント>

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極
的に提供している。

<コメント>

・中区の区役所に園のパンフレットを置き、保育園紹介のパネルを設置しています。
・園見学希望者には園長が対応し、昼の時間帯を勧め、パンフレットを用いて、写真やイラストを
使い、わかりやすく説明しています。
・園見学は必要に応じて見学希望者の希望の時間の相談に応じるようにしています
・毎年、園のしおり、パンフレット等の情報提供の内容を見直しています。

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説
明している。

<コメント>

・入園説明会で保育内容や準備するものを、重要事項説明書をもとに分かりやすく説明し、保護
者に同意書をもらっています。入園後は懇談会やお便りで保育内容の変更を保護者に伝えてい
ます。
・保育の開始・変更時には、保護者に同意を得て、その内容を書面に残しています。
・配慮の必要な保護者には個別に分かりやすく説明し、コミュニケーションが取れるようにしてい
ます。外国籍の保護者に対しては、配付物にルビをつけたり、多国籍通訳機を導入したり、通訳
を依頼したりしています。

Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。
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【34】 Ⅲ－１－(４)－①
a

【35】 Ⅲ－１－(４)－②
a

【36】 Ⅲ－１－(４)－③
a

<コメント>

・重要事項説明書に　苦情受付担当者を主任、苦情解決責任者を園長、第三者委員2名を明示
し、玄関に意見箱を設置し、面接、電話、文書等の方法で相談・苦情を受けていることを明示して
います。
・福祉保健サービス全般に関する苦情・意見の申し出先として、横浜市福祉調整委員があること
と相談の流れについてのリーフレットを玄関に掲示しています。
・保護者から相談等の申し入れがあった際には、事務室や職員休憩室を使用して、保護者が相
談しやすい環境に配慮しています。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速
に対応している。

<コメント>

・保護者とは積極的にコミュニケーションを取り、連絡ノートや送迎時に保護者のニーズを捉える
よう努めています。またいつでも相談にのることを保護者に伝えています。
・行事後のアンケート、懇談会や個人面談等で、保護者からの意見を積極的に聞いています。
・苦情対応マニュアルがあり、保護者からの相談は相談記録に記録し、連絡帳に書かれた意見
や要望は写しをファイルにして記録し、職員で共有しています。保護者から相談があった場合は、
園長や主任に伝え対応することになっています。
・相談内容にはできるだけ早く回答するようにしています。
・コロナ禍で保護者が保育室に入れないことで、子どもの様子が見えにくいとの意見から、クラス
ごとにドキュメンテーション(写真付きの記録）を作成し、園内に掲示しています。
・対応マニュアルは年度末に見直しています。

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

<コメント>

・苦情受付は主任、苦情解決責任者は園長とし、第三者委員2名の氏名、連絡先を重要事項説
明書に明記し、入園説明会で保護者に説明しています。苦情解決体制を玄関靴箱の上に掲示
し、保護者に仕組みがわかりやすいようにしています。
・意見箱は階段下に置き、保護者が意見を申し出しやすくしています。また行事や保育につての
アンケートを行っています。
・苦情があった場合は、意見要望受付簿に記録することになっていますが、今年度はありませ
ん。また連絡帳に書かれた保護者からの意見や要望はコピーを取り、ファイルにまとめて、検討
しています。
・保護者からの要望・苦情・意見については職員会議で原因と解決策を検討し、意見要望受付簿
に記録し、処理経過を記録することになっています。
・苦情の内容や改善策は。保護者のプライバシーに配慮した上で公表し、全職員で共有して保育
の質の向上に取り組んでいます。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保
護者等に周知している。
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【37】 Ⅲ－１－(５)－①
b

【38】 Ⅲ－１－(５)－②
a

【39】 Ⅲ－１－(５)－③
a

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組
織的に行っている。

<コメント>

・災害対策マニュアルがあり、毎月、地震や火災等様々な災害や時間帯を想定し、避難訓練を実
施しています。
・海が近いために津波を想定した訓練も実施しています。近隣の7階建てマンションと連携して避
難訓練先にしてもらっています。
・保育を継続するために、近くに住む職員や車で来られる職員がすぐに集まる体制をとっていま
す。
・年1回、大規模地震を想定した引き取り訓練を実施しています。
・災害時等非常事態の際は、携帯メール配信システムを使って職員、保護者に周知してます。
・食料や備品類等のリストを作成し、消費期限の確認も行っています。年1回、大規模地震を想定
した引き取り訓練を実施しています。地域防災拠点、北方小学校にも、災害備蓄品を置かせても
らっています。

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。

<コメント>

・リスクマネジメントに関する責任者は園長です。
・中区役所から送られてくる他園の事故報告書を回覧しています。
・園舎内外安全点検チェックリストで毎月、園長主任が確認しています。
・リスクマネジメントに関する外部研修に参加した職員が職員会議で報告を行っています。
・園内研修で散歩マニュアルを見直しています。散歩先の公園の写真を撮り、危険個所を掲示
し、職員会議でも確認しています。
・マニュアルは年度末に見直しています。
・毎月、職員会議でヒヤリハットを報告し、改善や再発防止に努めています。クラスごとに状況や
原因、対応策等を記載し、発表していますが、保育園として、集計し、改善策を検討するまでには
至っていません。保育園としてヒアリハットを集計し、改善策を検討されることが望まれます。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の
ための体制を整備し、取組を行っている。

<コメント>

・感染症対応マニュアルに沿って、感染症の予防や発生時等の対応を行い、責任者を園長として
管理体制を整備しています。
・子どもも職員も、毎日健康チェック表で検温と体調確認を行っています。外部の嘔吐処理研修
に参加した職員が嘔吐処理の内部研修を行っています。嘔吐処理セットは各クラスに3セット常備
しています。
・感染症対策として、毎日園内消毒を行い、全クラスの玩具の消毒を行っています。
・感染症が発生した場合は、感染症発症のお知らせを掲示しています。
・感染症マニュアルは年度末に毎年見直しを行っています。
・重要事項説明書に感染症について明記し、伝染病病状確認書や登園許可書が必要な感染症
について説明しています。

Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。
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Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

第三者評価結果

【40】 Ⅲ－２－(１)－①
a

【41】 Ⅲ－２－(１)－②
a

【42】 Ⅲ－２－(２)－①
a

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成してい
る。

<コメント>

・入園時に児童票や生活状況表、健康台帳を提出してもらい、保護者面談で子どもの状況や保
護者の意向を聞き取るなど適切なアセスメントを実施しています。入園後は個別支援計画、経過
記録、各指導計画の振り返りや記録、発達記録等でアセスメントを実施しています。
・全体的な計画に基づき、各指導計画を策定し、振り返りを行い、次期に繋げるようにしていま
す。指導計画を担任が作成し、主任、副主任がチェックし、園長が確認しています。
・0～2歳児、また配慮が必要な子どもには、個別指導計画を作成しています。個人日誌、個人連
絡ノートを作成し、保護者や専門機関と連携を取り、保育に生かしています。対応については職
員会議や毎週月曜日行われる週案会議で情報を共有し、適切な保育が行われるようにしていま
す。
・支援が必要なケースへの対応については、加配職員を配置し、配慮事項を検討して、必要な関
係機関と連携しながら、個別指導計画を作成して保育を行っています。

<コメント>

・児童福祉法や子ども・子育て支援法、その他の関係法令等を遵守し、保育所保育指針に沿っ
て、標準的な実施方法として、職員マニュアル他、各種マニュアルが整備されています。
・「職員マニュアル」や各種マニュアルには、子どもの人権を守ることが明記されています。
・職員に、職員マニュアルを配布し、年度始めの職員会議で周知しています。
・園長・主任が日々の保育の様子を把握し、週案や年間指導計画の内容を確認して、標準的な
実施方法に基づいて保育が行われているかを確認しています。
・画一的な保育にならないように、それぞれの子どもの個別性に配慮して対応を行うようにしてい
ます。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している。

<コメント>

・標準的な実施方法として職員マニュアル等のマニュアルは、必要な都度見直し、年度末に職員
の意見をもとに見直しを行っています。
・標準的な実施方法の評価・見直しは、職員会議や週案会議で随時行い、年度末に見直しを行っ
ています。
・保育内容については、毎月の職員会議で、クラスごとの様子を報告し、他の職員の意見を聞
き、保育や環境が子どもの実情にふさわしいかを話し合い、検証・見直しを行っています。
・行事後に行う保護者アンケートや送迎時に把握した保護者からの意見・要望、懇談会で収集し
た意見を保育の見直しに生かしています。

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が
提供されている。
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【43】 Ⅲ－２－(２)－②
a

【44】 Ⅲ－２－(３)－①
a

【45】 Ⅲ－２－(３)－②
a

・個人情報保護規程があり、子どもの記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関するルールが定
められています。
・職員には、新人研修で守秘義務や個人情報の取り扱いについて詳しく説明しています。職員は
入職時に個人情報保護に関する誓約書を提出し、守秘義務を遵守しています。
・記録管理の責任者は園長です。
・個人情報に関する書類は鍵付きの部屋に保管し、職員は個人情報の取り扱いに注意していま
す。
・重要事項説明書にも個人情報取り扱いについて記載し、保護者には入園説明会、懇談会等で
個人情報の取り扱いについて説明し、保護者から重要事項説明の同意書をもらっています。

Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

<コメント>

・0歳児と配慮児は日々の子どもの発達状況や生活状況を個人日誌に、1歳児以上はクラス日誌
に記載しています。
・年間指導計画は年間を4期に分けて記載し、期ごとに自己評価を行っています。0～2歳児と支
援を必要とする子どもには、月齢や発達に沿って個別指導計画を作成しています。
・個人記録は0歳児は月に1回、2～5歳児は3か月に1回記録しています。
・職員間で記録の書き方に差異が生じないように、記録の書き方をクラスリーダー、副主任、主
任、園長が指導しています。
・毎週月曜日に週案会議を行い、クラスの様子や子どもの様子を伝え、全職員で共有していま
す。
・職員会議は毎月、非常勤会議も月1回行い、週案会議を毎週月曜日に、必要時に幼児会議、乳
児会議を行っています。すべての会議記録はファイルに綴じて、職員がいつでも情報を共有出来
るようにしています。
・日々の様子は、乳児は毎日連絡帳で、幼児はホワイトボードに日々の保育の様子を記入して掲
示しています。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

<コメント>

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

<コメント>

・年間指導計画は全体的な計画に基づいて作成し、4期に分けて、それぞれの期で評価・反省を
行い、月間指導計画は、月末に、週案は週末に評価・反省を行っています。
・指導計画を変更する場合は、週案会議で他のクラスの職員に伝え、玄関に掲示し、保護者に知
らせています。
・緊急に指導計画を変更する場合は、担当職員が指導計画を見直し、園長、主任に報告し、お知
らせボードに掲示しています。
・指導計画の見直しにあたっては、保育内容、環境構成、保育士の配慮・援助等が十分であった
かなど、課題を明確にするようにしています。
・評価した結果、明らかになった問題点や改善点を次の指導計画の作成に生かしています。
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＜別紙２－２ー３（内容評価・保育所版）＞

Ａ-１　保育内容

第三者評価結果

【Ａ1】 Ａ－1－(１)－①　
a

【Ａ2】 Ａ－1－(２)－①　
a

【Ａ3】 Ａ－1－(２)－②　
a

・子どもの今の姿や特性や個別対応等を会議で報告し、職員が共有・理解することで、子どもが安
心して過ごせるようにしています。
・職員は、子どもに分かりやすい言葉遣いで穏やかに話しかけています。職員は子どもの気持ちに
寄り添い、子どもの思いに共感したり代弁したりし、応答的な関わりを大切にしています。
・発達及び成長記録に0歳児は1か月、1歳児以上は3か月ごとに記録し、職員は子ども一人ひとり
に個人差があることを理解して子どもの状態に応じた保育を心がけています。
・職員は、制止させるような言葉や否定するような言葉遣いはせず、「～しようね」など肯定的な言
葉や子どもの具体的な行動につながるような言葉かけをし、子どもに対して丁寧に対応していま
す。

Ａ-１-（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

　生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすこ
とのできる環境を整備している。

<コメント>

・各保育室に温湿度計を設置し、季節に応じた適切な温度、室温に調整し、空気清浄機を完備し、
室温はエアコンと床暖房で管理しています。開園時間内は全室換気扇を回し、定期的に窓を開け、
感染対策を行っています。
・室内の清掃と安全点検は、毎日行い、寝具は年4回業者に委託し、布団乾燥を行っています。
・毎日園児の登降園時に園内消毒を行い、全クラスの玩具の消毒も行っています。
・子どもの発達や生活動線等安全に配慮して、家具や遊具を配置しています。家具、棚にはストッ
パー、転倒防止をつけています。おもちゃは成長に合わせて、担任が入れ替えを行っています。
・エレベータホールや図書コーナは子どもがくつろいだり、一人になりたい時、落ち着いて過ごせる
場所として、活用しています。
・各保育室は、食事の前後に消毒液で拭き掃除を行い、午睡の布団を敷いています。
・手洗い場、トイレは各保育室にあり、当番の職員が毎日清掃してしています。

　一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた
保育を行っている。

<コメント>

第三者評価結果

Ａ-１-（１）　全体的な計画の作成

　保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子ども
の心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体的
な計画を作成している。

<コメント>

・全体的な計画は、児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針等の趣旨
をとらえて、　園の保育理念「「共に生き、共に育ち合う」、保育方針「褒めて　認めて　励まして
しっかりと抱きしめ　受け止める」、保育目標の「元気と笑顔、そして感謝する心」に基づいて、作成
しています。
・全体的な計画は、養育と教育の側面から発達過程に応じた目標を立て、子どもの家庭状況や7時
から20時までの保育時間、保護者・地域への支援を考慮して作成しています。
・全体的な計画は年度末に職員で見直し、次年度の計画に生かしています。
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【Ａ4】 Ａ－1－(２)－③　
a

【Ａ5】 Ａ－1－(２)－④　
a

【Ａ6】 Ａ－1－(２)－⑤　
a

・年齢に合った玩具、遊具、教材、画材、廃材等を自由に取り出せるようにし、子どもが継続的に遊
びを楽しめるようにしています。玩具や絵本は、子どもの発達や興味や関心に合わせて入れ替えを
行っています。
・天気の良い日には、午前中、公園に散歩に出かけ、走ったり、追いかけっこをしたり、季節や自然
に触れる機会を大切にしています。
・子どもの成長に応じて、おもちゃの貸し借りや順番におもちゃを使うなど、遊びを通してルールを
学び、社会性が育つように援助しています。
・3歳児では、雪が降るという予報に、前日子どもの発案で、お椀に水を入れて、ベランダに置き、カ
チカチに凍っている様子、溶ける様子を観察し、身近な自然に触れ合うように工夫をしています。
・地域の公園で老人会の方とラジオ体操をしたり、野菜の苗をホームセンターに買いに行ったりして
います。
・子どもたちは好きな所で、好きな遊びを見つけて遊んでいます。絵を描いたり、折り紙や廃材を用
意し、糊、セロハンテープ、ペン、色鉛筆を子どもたちは自由に使って好きなものを作っています。

　乳児保育（0歳児）において、養護と教育が一体的に展
開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に
配慮している。

<コメント>

・子どもの発達状況に沿って、ハイハイやつかまり立ち、歩くなどの探索活動が主体的に行えるよう
に安全なスペースを作り、生活環境を整えています。子どもの一人ひとりの生活リズムを把握にし、
職員は一日の過ごし方を考え、無理なく園での生活ができるように配慮しています。
・子どもの表情や様子から職員は子どもの思いをくみ取り、特定の保育士が応答的に関わり、生理
的な欲求の充足や情緒の安定を図りながらスキンシップを取っています。
・保育室は食事や睡眠の時間にも、子どもが落ち着いてゆったりと過ごせるようにしています。遊び
の場には、子どもの目線に合わせた高さに大きなブロックやボール、ままごとセット、手作りおも
ちゃ、絵本が置かれ、子どもが自ら選んで遊べるようにしています。また、職員の歌に合わせて、一
緒に手遊びをしたり、体を動かしています。
・個別指導計画を作成し、一人ひとりの心理的欲求を満たし、心地よく生活する、職員との受容的な
かかわりの中で情緒の安定を図り信頼関係を築くなど、一人ひとりの発達過程に応じた保育を行っ
ています。
・個別の連絡ノートや送迎時に、子どもの様子を伝え、保護者と信頼関係が深まるようにしていま
す。

　子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる
環境の整備、援助を行っている。

<コメント>

・子どもが基本的習慣を身につけることができるように、一人ひとりの子どもの発達状況を連絡帳
や保護者から朝の受け入れ時に聞いて把握し、保護者と連携して支援しています。
・職員は着替えの際に子どもが衣類を着やすいように置き、子どもと一緒に手を添えながら行い、
子どもの自分でやろうとする気持ちに寄り添って、一人ひとりに合った援助を心がけています。
・トイレットトレーニングについては、子どもの発達に合わせて、保護者と連携を取りながら、無理な
く進めています。
・食事等の基本的習慣やマナーは、一人ひとりの子どもの発達や様子を見ながら、保護者と連携し
て、無理なく身につけることができるように支援しています。
・朝の支度や手洗いの仕方や順番の待ち方等を写真やイラストにして壁に貼り、子どもたちに分か
りやすく、生活しやすい環境にしています。
・子どもの状態を連絡帳や保護者から朝の受け入れ時に聞いて把握し、、その日の体調や状態に
合わせて活動内容を変えています。
・基本的な生活習慣を身につけることの大切さについては、日々の保育の中で年齢に合わせて子
どもたちに伝えています。また紙芝居や絵本の読み聞かせで、理解を深めています。

　子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの
生活と遊びを豊かにする保育を展開している。

<コメント>
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【Ａ7】 Ａ－1－(２)－⑥　
a

【Ａ8】 Ａ－1－(２)－⑦
a

【Ａ9】 Ａ－1－(２)－⑧
a

・エレベーターや多目的トイレがあり、廊下は広く幅を取り、バリアフリーで、障がいのある子どもの
ための環境を整備しています。
・障がいのある子どもが他の子どもとの生活を通して、ともに成長できるよう学年の指導計画に沿っ
た個別指導計画を作成しています。無理のない範囲でともに活動することや遊びを通して、自然と
互いを認め助け合う環境ができています。毎日の様子を個人日誌につけて、対応ができるようにし
ています。保護者とは連絡ノートで、家庭と療育の様子を把握し、個別援助しながら無理なく集団生
活に参加できるようにしています。
・加配担当職員と担任と保護者で連携を取りながら、安心して過ごせるように配慮しています。
・横浜中部療育センターから巡回訪問があり、対応方法のアドバイスを得て、必要なことを保護者と
共有しています。巡回で受けたアドバイスは記録し、職員全体で共有しています。
・担当職員が障がい児研修に参加し、職員会議で研修報告し、回覧して職員間で共有しています。
・保護者には、重要事項説明書で障がい児保育について記載し伝えています。
・入園希望者の園見学時に、障がいのある子どもの保育に関する情報を伝えています。

・１歳児の保育目標を「安心できる保育士との応答的な関わりの中で自分の気持ちや欲求を満たし
信頼関係を深める。探索活動を十分に親しむ中で興味や好奇心を育てる。」としています。子ども
たちは園庭に出て、カップに砂を入れて、アイスクリームやケーキを作っています。シール遊びで
は、誤飲にならないように大きめのシールを用紙のイラストに合わせて、ケーキを作ったり、車のタ
イヤに貼り付け、車を完成させたりしています。
・2歳児の保育目標を「保育士との安定した関わりの中で身の回りのことを自分でしようとする気持
ちを育てる。友だちとの関わりを楽しみながら、いろいろな経験や活動を通して自分の言葉で思い
や要求を表現しようとする。」としています。散歩に行った公園でのしっぽ取りゲームではルールを
理解し、友だちや職員と一緒の遊びに興味を持って、遊ぶ機会を持っています。
・子どもの自我の育ちや気持ちを受け止めて、職員はそばについて、「貸して」「ちょっと待っててね」
など子どもの気持ちを代弁して、相手に伝えるようにしています。見通しを持てるように話をしたり、
気持ちの切り替えを待ったり、ときには抱っこして気持を受け止めています。
・保護者には、連絡ノートや送迎時の対話により子どもの様子を丁寧に伝えています。また園内に
ドキメンテーションを掲示し、活動の様子を伝えています。

　３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に
展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法
に配慮している。

<コメント>

・日常的に3～5歳児は異年齢で過ごしています。
・3歳児クラスでは、職員は身の回りのことを自分でやってみようとする気持ちを大切にし、見守った
り応援したり励まし、穏やかに過ごせるように配慮しています。
・4歳児クラスでは「生活を通して友だちとの繋がりを広げ、相手の気持ちを考えたり認め合ったりす
る。生活に必要な基本的習慣と態度を身につけ丁寧にやってみようとする」を目標としています。
・5歳児クラスでは「基本的な生活習慣が身につき主体的に行動する。友だちといろいろな経験をす
る中で、各々の思いを認めたり大切にしながら、自分の力を発揮し達成感や充実感を皆で味わう」
を目標としています。
・4、5歳児は合同クラスです。職員が子どもたちに、当番活動についてみんなで話し合うことを投げ
かけ、ミーティングを行いました。テーマを決めて皆で話し合うことを通して、友だちの話を聞く姿勢
を身につけたり、みんなで考え、思いを伝え合うことの楽しさを感じられるようにしています。
・発表会の出し物や配役決めの話し合い時は、円になってお友だちの顔を見ながら、話すことで、
意欲的に話し合いに参加していました。
・子どもたちの活動の様子や話し合いの様子はドキュメンテーションを掲示して、保護者に伝えてい
ます。

　障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している。

<コメント>

　３歳未満児（1・2歳児）の保育において、養護と教育が
一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

<コメント>
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【Ａ10】 Ａ－1－(２)－⑨
a

【Ａ11】 Ａ－1－(２)－⑩
a

【Ａ12】 Ａ－1－(３)－①　
a

・全体的な計画の中に、「小学校との連携、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の欄を設
けています。5歳児の年間指導計画に子どもが就学への期待が持てるようにねらいを立て、就学を
楽しみにできるような活動を取り入れ保育を行っています。　5歳児が年2回行われる小学校交流会
に参加し、小学校入学に向けて期待を持つ機会を設けています。
・年長児担任が幼保小の研修会に参加したり、1年生の公開授業を見学して小学校1年生の様子を
見て、、就学に向けての活動を取り入れています。
・5月と1月の懇談会や個人面談や送迎時に、保護者が子どもの就学に向けて見通しが持てるよう
な情報提供を行っています。
・保育所児童要録は、0～4歳までの保育記録を参考に、担任職員が作成し、園長が確認していま
す。一人ひとりの子どもの様子を小学校に引き継いでいます。

Ａ-１-（３）　健康管理

　子どもの健康管理を適切に行っている。

<コメント>

・健康管理マニュアル、衛生管理マニュル、感染症マニュアル、嘔吐処理マニュアルがあります。そ
れに基づいて、一人ひとりの子どもの健康状態を把握しています。
・保育中の子どもの体調に変化があった時やケガの場合は、状況に応じて保護者へ連絡するルー
ルが決まっています。
・年間保健計画を作成し、子どもへの保健指導を計画的に行っています。子どもの健康状態は週
案会議で共有しています。
・入園時、児童票や生活状況書をもとに個人面談を行い、既往症や予防接種の状況や健康面で気
をつけること等を把握し職員間で共有します。
・横浜市からの「保健だより」をお知らせボードに掲示し、流行している感染症があれば、玄関に掲
示したり一斉メールで配信し、保護者に知らせています。
・乳幼児突然死症候群に関して、うつぶせ寝の体制を直し、0歳児は睡眠センサーを使用し、5分に
1回、1～2歳児は10分ごとにブレスチェックを行い、睡眠チェック表に記録しています。また体に触
れたリ、顔色も確認しています。
・入園説明会で乳幼児突然死症候群に関する情報を保護者に説明しています。

それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、
保育の内容や方法に配慮している。

<コメント>

・日中保育では、静の活動と動の活動のバランスに配慮して保育を行っています。園の開園時間は
7時から20時です。朝夕の延長保育の時間では、乳児や配慮の必要な子どもの側には、保育士が
付き見守るようにし、スキンシップを多くとるようにしています。
・17時以降は、2歳児は1歳児児保育室に移動しています。18時以降合同で過ごす時間帯では、1
～5歳児は1歳児保育室で過ごしています。子どもの人数を見て、図書コーナーに移動して保護者
のお迎えを待ちます。
・異年齢で過ごす時間は、大きなブロックやパズル、大型絵本、紙芝居などを用意して、ゆったりと
過ごせるよう家庭的な雰囲気を作っています。年齢の上の子どもが下の子どもの世話をしたり、下
の子どもが教えてもらったりしています。
・18時30分から19時までは補助食、19時以降お迎えの子どもには夕食を提供しています。
・送迎時の保護者の対応はなるべく担任が行い、子どものクラスでの様子を伝えています
・子どもの様子はクラスごとの伝達ノートに記載し、遅番職員には口頭でも伝え、保護者に伝達もれ
がないようにしています。

　小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育
の内容や方法、保護者との関わりに配慮している。

<コメント>
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【Ａ13】 Ａ－1－(３)－②　
a

【Ａ14】 Ａ－1－(３)－③　
a

【Ａ15】 Ａ－1－(４)－①　
a

　食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

<コメント>

・全体的な計画や年間食育計画、月間指導計画等に食育の項目を設け、子どもたちが発達に応じ
て食に関心を持ち、食事を楽しめるように援助しています。
・0～2歳児は一人ひとりの様子や発達を把握し、家庭と情報交換しながら、提供方法、援助方法を
工夫しています。
・食事の量を調節したり、食材の大きさや食具等、子どもに合わせて提供しています。0歳児は安定
した姿勢が取れるよう、一人ひとりに合った椅子やベビーチェアー使用し、そばで保育士が援助し
ています。
・子どもの発達に合わせて、食べやすく持ちやすい食器・食具を選んでいます。
・子どもが自分で食べたいという意欲を尊重し、手づかみ食べの時は小皿を用意したり、スティック
状にカットしてもらったり、子どもに合わせた対応を行っています。
・職員は苦手なものも一口でも食べられるように支援しています。食べられるものが増えたときはに
は、子どもとともに喜び自信につながるようにしています。
・幼児では配膳時に子ども一人ひとりが食べられる量を判断し、調節しています。
・プランターで子どもたちが自分たちで選んだ野菜（トマト、ピーマン、ニンジン等）を栽培し、収穫し
た野菜を給食で調理してもらい、食への関心に繋げています。
・毎月献立や給食だよりを作成し、子どもの人気のレシピを栄養士が作成して保護者に配付し、家
庭でも関心が持てるようにしています。

<コメント>

・年2回の健康診断、歯科健診の結果を健康診断票に記録し、職員に周知しています。
・年2回健康診断、歯科健診、毎月身体測定を行い、診断結果は健康診断票と歯科健康診断票に
記入して保護者にも報告しています。
・園で受診した歯や口のケガについては、記録に残し健診時に経過を診てもらっています。子ども
に関する年間保健計画を作成し、子どもの健康管理や感染症予防、保育環境の安全確保、衛生管
理に努めています。

　アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、
医師からの指示を受け適切な対応を行っている。

<コメント>

・横浜市の「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、「うみの風保育園アレルギー
対応マニュアル」を策定し、それに基づき対応しています。食物アレルギーで除去食が必要な場合
は「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を提出してもらい、医師の指示通りに給食を
提供しています。
・毎月、アレルギー児の献立表を保護者、栄養士、担任、園長で確認し、給食を提供しています。
・アレルギー児の除去食の給食やおやつを受け取る際には、調理士と確認し、チェック表にサイン
をし、提供時も複数の職員でメニューの確認をしています。食事を提供する際は専用のテーブルを
使用し、トレイの色を変え、台ふきやぞうきん、バケツも専用の物を使っています。除去食提供後は
掃除を徹底し、他の子どもも衣服を払い、食べ物がついていないかを確認してから席を離れるよう
にしています。
・職員はアレルギー疾患や慢性疾患について研修を受け、学んだことを職員会議で共有していま
す。
・アレルギーのある子どもが在籍していることは入園説明会で保護者に説明しています。
・保護者には、入園説明会で、食物アレルギー等への園としての対応を、重要事項説明書にそって
説明しています。

Ａ-１-（４）　食事

　健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。
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【Ａ16】 Ａ－1－(４)－②　
a

Ａ-２　子育て支援

第三者評価結果

【Ａ17】 Ａ－２－(１)－①　
a

【Ａ18】 Ａ－２－(２)－①　
a

　保護者が安心して子育てができるよう支援を行ってい
る。

<コメント>

・連絡帳、シール帳、ホワイトボードの活用、送迎時の会話によるコミュニケーションにより保護者と
の信頼関係を深めています。
・保護者からの保育参観や個人面談の希望があれば応じる体制です。
・保護者の就労等の事情、希望に応じ、随時、保育参観、相談等に応じています。
・保育所の専門性を生かした相談、支援ができるよう必要に応じ、主任、園長が同席しています。事
務所、休憩室など相談しやすい場所を用意しています。
・相談の内容は、記録に残しています。
・相談を受けた保育士等は内容によりあらかじめ主任、園長に相談し、対応を確認する体制が出来
ています。

Ａ-２-（１）　家庭との緊密な連携

　子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を
行っている。

<コメント>

・0～2歳児は連絡帳、3～5歳児はシール帳を使用して、家庭と園での子どもの状況を情報交換し、
また送迎時の口頭での申し伝えと合わせて、活動に生かすようにしています。幼児クラスでは、ホ
ワイトボードに活動を記入し掲示しています。
・保育の意図、内容については毎月の園だより、年2回の懇談会、面談等を通じ、理解を得るように
しています。また、乳児期のかみつきや、ひっかきが起こる原因、どろんこやボディペイント遊びの
保育の意図等をわかりやすく絵や文にまとめ、園内に掲示しています。
・保育参観や行事への参加により保護者と子どもの成長を共有できるように支援しています。また、
園での子どもの様子を伝えるために各クラスとも定期的に保育ドキュメンテーションを作成し、家庭
に伝えています。（コロナ禍で動画配信した行事もありました）
・保護者との面談記録は必要に応じ、記録しています。面談や参観は希望があれば、随時対応し、
応じています。

Ａ-２-（２）　保護者等の支援

　子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提
供している。

<コメント>

・食育計画で、0歳は3期、離乳食は4期、1～5歳児は4期に分け、「ねらい」「配慮事項」を計画し、
「自己評価」をするようにしています。離乳食は期ごとにテーブルや布巾を分けて提供を間違えない
ようにしています。一人ひとりの子どもの発育状況、体調を考慮した献立、調理を工夫しています。
・苦手なものは、保育士が食事前に子ども一人ひとりに意向を確かめて、量を加減し、「一口食べて
みよう」と促すなど達成感を味わえるようにしています。
・検食簿、保育日誌、給食会議で、子どもの食事の様子・喫食状況や好きなメニュー、苦手な食材
を把握し、次の月の献立・調理の工夫に役立てています。給食会議では年に2回の園児の身長、体
重を報告しカウプ指数を出し、それを基に栄養価を調節しています。今年度は牛乳の摂取量を増
やしています。
・季節の食材を取り入れた献立にしています。
・毎月、郷土料理のメニューを準備し、3～5歳は栄養士が地図を使って郷土料理について説明して
います。食育活動ではお箸指導を行っています。クッキングではパイ生地とサツマイモで兜パイを
作っておやつを楽しんだりしています。
・栄養士は食事の様子を見て、離乳食の段階を確認しています。毎月、1～2回、食事の様子を見て
います。
・調理室専用の衛生マニュアルにより衛生管理をしています。
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【Ａ19】 Ａ－２－(２)－②
a

Ａ-３　保育の質の向上

第三者評価結果

【Ａ20】 Ａ－３－(１)－①　
a

Ａ-３-（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

　保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）
を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めてい
る。

<コメント>

・保育士は子どもの発達や生活の連続性を十分に考慮し、週案会議や職員会議で話し合い、振り
返りをしています。また、「保育士の自己評価」シートのチェックリストにより4段階で振り返りをして
います。
・自己評価にもとづき、目標を目指し、保育の改善、専門性の向上に取り組んでいます。
・年間指導計画の「自己評価」は、子どもの心の育ち、意欲や取り組む過程に配慮しています。
・自己評価は個人の実践目標を年度始めに設定し、8月の園長との面談、中間振り返りを経て年度
末に反省し、次年度目標につなげています。
・自己評価にもとづき、目標を目指し、保育の改善、専門性の向上に取り組んでいます。
・職員の保育に関する自己評価を参考に園全体の分析に生かし、園長・主任が園としての自己評
価にまとめています。分析結果をもとに「施設のアピールポイント・課題」を「利用者本人の尊重」
「サービスの実施内容」「地域交流」「開かれた運営」「人材育成・援助技術の向上」の5項目につい
てまとめ、次年度の改善課題として取り入れています。

　家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期
発見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

<コメント>

・受け入れ時に子どもと保護者の様子を観察して虐待などの兆候を見逃さないようにしています。
傷等は保護者に確認しています。おむつ替え、着替えの際も子どもの身体の状態を確認し、家庭
での養育の状況について把握するようにしています。
・虐待等の可能性があると感じた場合は、速やかに主任、園長に報告し、対応を協議し、所内で共
有する体制です。
・権利侵害となる恐れがある場合には職員間で保護者の様子を共有し、精神面や生活面の援助に
努めています。必要に応じ、中区家庭支援課の保健師や児童相談所に相談しています。
・園では毎年、虐待に関する研修を受けた職員により園内研修を行い、虐待等権利侵害に関する
理解を促すために取り組んでいます。
・中区の保健師、児童相談所と連携しており、該当する事案がある場合は、毎月、保健所から連絡
があります。
・「虐待対応について」のマニュアルを整備しています。
・職員研修は、外部研修の内容を園内研修として実施しています。
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